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　長野県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布します。

　　令和４年５月９日

	 長野県公安委員会委員長　柳　平　千代一

長野県公安委員会規則第５号

　　　長野県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

　長野県道路交通法施行細則（昭和35年長野県公安委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

　目次中
「第９章　運転免許取得者教育の認定（第30条の２）

第10章　雑則（第31条―第33条）　　　　　　　　 」
を「第９章　雑則（第31条―第33条）　　　　　　　　 」に改める。

　第１条中「政令」という。）、」を「政令」という。）及び」に改め、「及び運転免許取得者教育の認定に関する規則（平成12年国家公

安委員会規則第４号。第30条の２において「規則」という。）」を削る。

　第23条中「政令」を「政令第32条の２、」に改める。

　第23条の２第２項中「第３項」を「第４項」に改める。

　第24条第３項中「の各号」を削り、同項第２号中「、伊那市高遠町交番」を削る。

　第26条の２中「第97条の２第１項第３号のイ」の次に「若しくはロ」を加え、同条の次に次の１条を加える。

　（運転技能検査申出書）

第	26条の３　法第97条の２第１項第３号のイ若しくはハ又は第101条の４第３項の規定により運転技能検査を受けようとする者は、運

転技能検査申出書（様式第20号の３）を提出しなければならない。

　第30条第１項中「第14号」を「第15号」に改め、同条第２項中「及び第13号」を「、第13号及び第14号」に改める。

　第９章を削る。

　第33条第２項中「の各号」を削り、同項中第15号を第16号とし、第14号を第15号とし、同項第13号中「第14号」を「第15号」に改め、

同号を同項第14号とし、同項第９号から第12号までを１号ずつ繰り下げ、同項第８号の次に次の１号を加える。
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　⑼　第26条の３に規定する運転技能検査申出書

　第10章を第９章とする。

　様式第19号中

「

を

審査に係る緊急自動車

　該当するものを○

　で囲むこと。

中型　準中型　普通　大型自二　普通自二（限定なし・小型）

」

「

に改める。

審査に係る緊急自動車

　該当するものを○

　で囲むこと。

大型　中型　準中型　普通
大型自二　普通自二（限定なし・小型）

」
ＭＴ車　　　　　ＡＴ車

　様式第19号の３中「第102条第３項」の次に「、第102条第４項」を加える。

　様式第20号の２中「第101条の４第２項」を「第97条の２第１項第３号のロ、第101条の４第２項」に改め、同様式の次に次の様式

を加える。

	（様式第20号の３）（第26条の３関係）
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　様式第26号中「第108条の２第１項第10号（第108条の２第１項第13号）」を「第108条の２第１項第　号」に改める。

　　　附　則

　この規則は、令和４年５月13日から施行する。

東北信運転免許課

　長野県警察関係許可等手数料の不徴収等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布します。

　　令和４年５月９日

	 長野県公安委員会委員長　柳　平　千代一

長野県公安委員会規則第６号

　　　長野県警察関係許可等手数料の不徴収等に関する規則の一部を改正する規則

　長野県警察関係許可等手数料の不徴収等に関する規則（昭和35年長野県公安委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。

　第３条第１項第15号中「第８条第７号」を「第８条第８号」に改め、同項第16号中「第８条第８号」を「第８条第９号」に改め、同

項第17号中「第８条第13号」を「第８条第14号」に改め、同項第18号中「第８条第14号」を「第８条第15号」に改め、同項第21号中「第

９条第１項第24号」を「第９条第１項第25号」に改め、同項第22号中「第９条第１項第25号」を「第９条第１項第26号」に改め、同項

第23号中「第９条第１項第26号」を「第９条第１項第27号」に改める。

　　　附　則

　この規則中、第３条第１項第15号から第18号までの改正規定は公布の日から、同項第21号から第23号までの改正規定は令和４年５月

13日から施行する。

生活安全企画課
東北信運転免許課

長野県告示第234号

　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２第１項の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更します。

　　令和４年５月９日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

　　上田市（次の図に示す部分に限る）

２　保安林として指定された目的

　　公衆の保健

３　変更に係る指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　上田市（次の図に示す部分に限る）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

　　ウ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の

ものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び上田市役所に備え置いて縦

覧に供する。）

森林づくり推進課


